
退稅商品的區分

本人護照等

收據

一般物品 消耗品

同一天在適用退稅商店的購買總金額 館內適用退稅商店的同一天購買總金額

5,000日圓以上（未含稅） 5,000日圓以上（未含稅）
單一退稅對象商店

50萬日圓以內（未含稅）

如希望辦理退稅，必須至館內的退稅手續櫃檯辦理規定的手續。

關於退稅手續

請出示要辦理退稅的商品、收據、本人護照等。1
STEP

適用退稅者 辦理手續方法

所須文件

繁

將退還適用退稅商品的消費稅金額。3
STEP

消耗品將會放入專用的袋子或箱子之後交給您。
出境前請勿將袋子打開。4

STEP

請聽取或查看確認事項的說明。2
STEP

請於出境時向海關人員出示護照等
資料以及購買之物品。5

STEP

家用電器、相機

化妝品
食品

糕點

飲料 藥品
鐘錶、飾品 伴手禮

衣服 皮包、鞋子

●消耗品不可於停留日本期間使用。

●請於出境時向海關人員出示護照等資料以及購買之物品。

消耗品は日本滞在中は使用できません。

出国の際にパスポート等と購入物品を税関に提示してください。

一般物品 消耗品

免税をご希望の際は、館内にある免税手続カウンターにて所定の手続きが必要になります。

免税手続きについて

対象者

必要書類

手続き方法

非居住者
在日本滯留時間不超過6個月，外國
國籍的非居民者，擁有 "短期居留"、
"外交 "或 "官方 "的在留資格者。

非居住者
免税にしたい商品、そのレシート、ご本人のパスポート等をご提示ください。

確認事項の説明を受けて下さい。

免税対象品の消費税払戻を受けます。

消耗品は指定の袋または箱に入れてお渡しいたします。出国するまで袋を開けないでください。

出国の際にパスポート等と購入物品を税関に提示してください。

ご本人のパスポート等

レシート

免税商品の区別

但如果已經將一般物品包裝成不會在日本國內使用的狀態的話，
就可能與消耗品合併計算。此一情況下，需遵守的規定、要求與消耗品相同。
ただし、一般物品を日本国内で使用しないように包装した場合、消耗品との合算が
可能となります。この場合消耗品と同じ要件になります。

日本に入国して６カ月未満の、外国籍を有する非居住者で
「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者


